
て
、
今
春
か
ら
審
査
開
始
の

予
定
。
小
売
業
向
け
顔
認
証

シ
ス
テ
ム
の
開
始
に
あ
た

り
、
個
人
情
報
保
護
法
を
遵

守
し
た
「
防
犯
情
報
の
共
同

利
用
」
を
目
的
と
す
る
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
た
。
防

犯
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
を

両
立
さ
せ
、
顧
客
の
不
安
を

払
拭
す
る
取
り
組
み
と
し
て

注
目
さ
れ
る
。

小
売
業
向
け
推
奨
顔
認
証

シ
ス
テ
ム
制
度
は
、
防
犯
目

的
で
顔
認
証
シ
ス
テ
ム
（
来

店
者
検
知
シ
ス
テ
ム
）
の
導

入
を
検
討
す
る
小
売
店
向
け

に
、
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｓ
が
定
め
た
基

準
に
適
合
し
た
シ
ス
テ
ム
機

器
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に

関
す
る
法
律
等
関
係
条
例
を

遵
守
し
た
、
安
全
で
安
心
な

シ
ス
テ
ム
運
用
の
提
供
を
目

指
す
自
主
認
定
制
度
と
し
て

開
始
。
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｓ
会
員
以
外

に
も
、参
画
を
呼
び
掛
け
る
。

稲
本
義
範
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｓ
会
長

は
、「
日
本
各
地
で
大
量
窃

盗
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
対
策
と
し
て
顔
認
証
シ
ス

テ
ム
を
活
用
。
警
備
の
方
が

そ
れ
に
連
携
し
て
、
犯
罪
を

阻
止
す
る
た
め
の
戦
い
が
繰

現
在
の
万
引
き
犯
罪
は
、

大
量
の
商
品
を
短
時
間
で
盗

む
集
団
窃
盗
や
転
売
目
的
で

高
額
商
品
を
盗
む
ケ
ー
ス
が

増
え
て
い
る
。
そ
の
結
果
、

小
売
業
に
と
っ
て
は
、
万
引

き
ロ
ス
は
深
刻
な
経
営
問
題

と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

問
題
の
解
決
に
向
け
、
犯
人

の
情
報
を
共
有
す
る
こ
と

で
、
被
害
を
防
止
す
る
取
り

組
み
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

昨
年
か
ら
は
東
京
・
渋
谷
区

内
の
書
店
３
社
で
、
万
引
き

犯
の
情
報
を
共
有
す
る
「
渋

谷
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
が
実
施

さ
れ
、
万
引
き
犯
を
特
定
す

る
成
果
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど

が
報
告
さ
れ
た
。

工
業
会　

日
本
万
引
防
止

シ
ス
テ
ム
協
会
（
Ｊ
Ｅ
Ａ

Ｓ
）
は
、
３
月
３
日
に
、
小

売
業
向
け
推
奨
顔
認
証
シ
ス

テ
ム
制
度
を
発
表
し
た
。
同

制
度
は
顔
認
証
シ
ス
テ
ム
を

活
用
し
て
、
犯
人
の
情
報
を

共
有
す
る
こ
と
で
、
小
売
業

の
万
引
き
防
止
対
策
の
一
助

と
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い

る
。
小
売
業
向
け
推
奨
顔
認

証
シ
ス
テ
ム
制
度
は
、
Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｓ
の
自
主
認
定
制
度
と
し

り
広
げ
ら
れ
て
い
る
」
と
語

り
、
小
売
店
の
厳
し
い
状
況

に
対
す
る
、
小
売
業
向
け
推

奨
顔
認
証
シ
ス
テ
ム
制
度
の

有
効
性
へ
の
理
解
を
求
め

た
。そ

し
て
、
小
売
業
向
け
推

奨
顔
認
証
シ
ス
テ
ム
制
度
に

つ
い
て
、
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｓ
カ
メ
ラ

画
像
安
全
利
用
推
進
委
員
会

の
メ
ン
バ
ー
が
説
明
し
た
。

「
人
的
警
備
と
画
像
シ
ス

テ
ム
（
顔
認
証
＆
Ｖ
Ｍ
Ｓ

等
）
の
効
果
的
な
活
用
」

摺
田
祐
司
理
事
（
日
本
電

気
）顔

認
証
シ
ス
テ
ム
を
小
売

業
が
導
入
し
て
、
成
功
し
て

い
る
事
例
が
増
え
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｓ
の
冊

子
で
纏
め
て
い
る
。
顔
認
証

シ
ス
テ
ム
は
、
お
店
で
事
前

に
警
戒
対
象
の
人
物
を
登
録

し
、
そ
の
人
物
を
検
知
し
た

場
合
に
は
従
業
員
、
或
い
は

警
備
員
が
対
応
す
る
流
れ
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
流
れ
を

成
功
さ
せ
る
た
め
に
非
常
に

重
要
な
点
は
、
警
備

又
は
専
門
の
方
が
そ

の
人
物
を
見
付
け
、

正
し
い
情
報
と
し
て

登
録
、
運
用
す
る
こ

と
で
あ
る
。
人
的
警

備
と
顔
認
証
シ
ス
テ

ム
の
連
動
が
決
め
手

と
な
る
。

ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
５
つ

あ
り
ま
す
。
①
警
備
員
能
力

の
高
度
化
・
平
準
化
に
役
立

つ
。
②
顔
認
証
シ
ス
テ
ム
の

数
だ
け
た
く
さ
ん
の
警
備
の

目
が
持
て
る
。
③
顔
認
証
シ

ス
テ
ム
が
あ
れ
ば
長
い
ス
パ

ン
で
正
確
な
対
応
が
で
き

る
。
④
常
習
者
に
関
し
て
は

早
い
段
階
で
現
行
犯
逮
捕
が

可
能
と
な
る
。
⑤
防
犯
カ
メ

ラ
の
併
用
で
、
入
店
後
か
ら

万
引
着
手
ま
で
状
況
が
可
視

化
で
き
る
こ
と
で
未
然
防
止

に
活
か
せ
る
。

警
備
業
の
皆
さ
ま
に
と
っ

て
は
、
平
準
化
に
よ
り
、
誤

認
逮
捕
を
防
ぐ
点
で
効
果
が

あ
る
と
い
う
話
を
頂
い
て
い

る
。
そ
し
て
、
顔
認
証
に
加

え
、
お
店
の
中
の
映
像
を
分

析
で
き
る
。
私
ど
も
は
Ｖ
Ｍ

Ｓ
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
映

像
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ

ム
を
同
時
に
活
用
し
て
頂

き
、
よ
り
正
し
い
映
像
と
そ

の
人
物
の
行
動
を
確
認
し
た

上
で
登
録
、
活
用
頂
け
る
点

が
非
常
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

と
考
え
て
い
る
。
国
内
の
食

品
ス
ー
パ
ー
で
は
、
店
内
保

安
員
、
警
備
員
の
方
が
実
際

の
顔
認
証
シ
ス
テ
ム
を
店
長

と
話
し
な
が
ら
運
用

し
て
、
成
果
を
出
し

て
い
ま
す
。

最
近
、
お
店
の
中

の
映
像
分
析
を
専
門

に
行
う
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
企
業
は
、

よ
り
精
細
な
画
像
で
商
品
隠

匿
の
情
報
を
確
実
に
抑
え
、

お
客
さ
ま
に
提
供
し
て
い

る
。
そ
う
し
た
人
物
を
放
置

し
て
お
く
と
、
年
間
で
ど
れ

く
ら
い
の
ロ
ス
が
出
る
の
か

を
把
握
し
た
上
で
、
顔
認
証

シ
ス
テ
ム
を
登
録
す
る
と
と

も
に
、
Ｒ
Ｏ
Ｉ
（
投
資
利
益

率
）
ま
で
提
案
し
て
運
用
す

る
企
業
も
増
え
て
い
る
。

我
々
が
考
え
る
ポ
イ
ン
ト
を

踏
ま
え
で
導
入
す
れ
ば
、
非

常
に
効
果
的
だ
と
考
え
て
い

る
。「

個
人
情
報
保
護
法
を
遵

守
し
た
『
防
犯
情
報
の
共
同

利
用
』
公
開
に
賛
同
」

山
本
健
二
理
事
（
グ
ロ
ー

リ
ー
）

個
人
情
報
の
共
同
利
用
と

い
う
点
で
、（
昨
年
開
始
し

た
）「
渋
谷
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

で
顔
認
証
シ
ス
テ
ム
を
活
用

頂
き
、
昨
年
の
７
月
か
ら
運

用
し
て
い
ま
す
。
累
計
の
登

録
件
数
（
昨
年
７
月
30
日
か

ら
今
年
２
月
11
日
ま
で
）
は

27
人
31
件
で
、
全
て
万
引
き

行
為
だ
っ
た
。
万
引
き
被
害

が
続
く
中
で
、
顔
認
証
シ
ス

テ
ム
を
使
っ
て
予
防
で
き
た

事
案
も
出
て
き
て
い
る
。

共
同
利
用
だ
け
で
な
く
、

単
独
で
ス
ー
パ
ー
や
書
店
に

顔
認
証
シ
ス
テ
ム
を
活
用
頂

い
て
い
る
。
顔
は
個
人
情
報

と
な
る
た
め
、
運
用
に
は
細

心
の
注
意
を
払
い
な
が
ら
、

慎
重
に
活
用
頂
く
と
い
う
点

は
、
小
売
店
向
け
推
奨
顔
認

証
シ
ス
テ
ム
制
度
に
も
盛
り

込
ん
で
い
る
。
実
際
に
運
用

す
る
警
備
会
社
、
保
安
会
社

等
に
も
活
用
頂
け
る

よ
う
な
中
身
、
機
能

を
加
え
、
シ
ス
テ
ム

の
要
件
を
満
た
し
て

い
ま
す
。

「
小
売
業
向
け
推
奨

顔
認
証
シ
ス
テ
ム
制

度
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

関
口
昭
義
Ｗ
Ｇ
長
（
パ
ナ

ソ
ニ
ッ
ク
　
シ
ス
テ
ム
ソ
リ

ュ
ー
シ
ョ
ン
ズ
ジ
ャ
パ
ン
）

対
象
は
小
売
業
で
、
顔
認

証
シ
ス
テ
ム
の
導
入
を
考
え

て
い
る
皆
さ
ま
で
す
。
安
心

安
全
な
シ
ス
テ
ム
と
適
切
な

運
用
サ
ポ
ー
ト
が
で
き
る
顔

認
証
シ
ス
テ
ム
を
販
売
す
る

メ
ー
カ
ー
を
選
択
す
る
こ
と

が
重
要
で
す
。
色
々
な
も
の

が
出
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を

ど
う
運
用
す
る
の
か
が
大
切

で
す
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い

て
は
、
皆
さ
ま
方
の
ご
理
解

を
頂
き
な
が
ら
進
め
た
い
と

思
い
ま
す
。

小
売
業
向
け
万
引
防
止
用

の
顔
認
証
シ
ス
テ
ム
の
導
入

が
、
小
売
業
に
お
い
て
年
々

増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
同

市
場
に
新
規
参
入
す
る
国
内

企
業
や
海
外
企
業
も
急
増
し

て
い
ま
す
。
顔
認
証
シ
ス
テ

ム
は
、
設
置
環
境
に
よ
る
日

照
条
件
等
の
環
境
条
件
に
よ

り
、
照
合
精
度
が
大
き
く
変

わ
り
ま
す
。
ま
た
個
人
情
報

を
取
り
扱
う
た
め
、
個
人
情

報
保
護
法
や
肖
像
権
、
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
の
侵
害
等
へ
の
法

的
な
配
慮
の
も
と
、
適
合
す

る
機
能
と
適
切
な
運
用
が
必

要
で
す
。
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｓ
で
は
小

売
業
に
お
い
て
、
防
犯
目
的

で
顔
認
証
シ
ス
テ
ム
を
導
入

検
討
す
る
企
業
様
に
、
Ｊ
Ｅ

Ａ
Ｓ
で
定
め
た
基
準

に
適
合
す
る
シ
ス
テ

ム
機
器
及
び
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
等
関
係
法
令
を

遵
守
し
、
安
心
で
安

全
な
シ
ス
テ
ム
を
運

用
で
き
る
「
推
奨
顔

認
証
シ
ス
テ
ム
制
度
」
を
設

す
。「

推
奨
」
の
意
味
で
す
。

当
工
業
会
は
、
顔
認
証
シ
ス

テ
ム
の
性
能
が
実
際
に
シ
ス

テ
ム
を
使
用
す
る
際
、
効
果

的
、
有
効
で
あ
る
か
否
か
の

視
点
で
「
推
奨
」
の
意
味
を

定
め
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

顔
認
証
シ
ス
テ
ム
の
基
準
策

定
の
根
本
に
は
、
以
下
の
よ

う
な
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

万
引
防
止
・
犯
罪
抑
止
の
対

処
に
関
す
る
用
途
に
〝
効
果

的
に
機
能
〟
す
る
た
め
に
、

最
低
限
必
要
と
さ
れ
る
機

能
・
性
能
・
運
用
な
ど
に
関

し
、
活
用
さ
れ
る
視
点
で
審

査
し
、
基
準
を
満
た
し
て
い

る
シ
ス
テ
ム
を
「
推
奨
」
と

し
ま
す
。

こ
の
推
奨
顔
認
証
シ
ス
テ

ム
制
度
は
、
２
つ
の
基
準
で

判
断
し
ま
す
。
そ
の
中
身
と

概
要
で
す
。
１
つ
目
が
シ
ス

テ
ム
認
定
基
準
、
２
つ
目
が

運
用
認
定
基
準
で
す
。
小
売

業
向
け
顔
認
証
は
、
シ
ス
テ

ム
認
定
基
準
と
運
用
認
定
基

準
を
審
査
す
る
認
定
制
度
で

す
。シ

ス
テ
ム
認
定
基
準
で

は
、
申
請
書
等
、
申
請
機
器

の
標
準
構
成
、
環
境
試
験
に

関
す
る
申
告
事
項
、
構
造
・

表
示
の
申
告
事
項
と
、
必
要

事
項
で
あ
る
共
通
機
能
な
ど

に
つ
い
て
関
連
す
る
法
律
な

ど
を
鑑
み
、
全
て
満
足
す
る

か
を
審
査
し
ま
す
。

運
用
認
定
基
準
で
は
、
シ

ス
テ
ム
が
そ
の
運
用
を
満
足

す
る
機
能
を
有
す
る
か
審
査

し
ま
す
。

そ
し
て
、
推
奨
顔
認
証
シ

ス
テ
ム
制
度
の
マ
ー
ク
を
作

り
ま
す
。
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｓ
の
基
準

に
合
格
し
た
シ
ス
テ
ム
機
器

を
「
推
奨
顔
認
証
シ
ス
テ

ム
」
と
し
、
推
奨
機
器
に
添

付
で
き
る
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク

を
発
行
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

ス
テ
ッ
カ
ー
は
基
本
的

に
、
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
に
あ
る

機
器
本
体
な
ど
に
掲
示
し
て

頂
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

ユ
ー
ザ
ー
様
か
ら
店
頭
に
掲

示
し
た
い
要
望
が
あ
れ
ば
、

レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
リ
ス
ク

を
ご
説
明
し
た
上
で
、
ス
テ

ッ
カ
ー
を
お
渡
し
す
る
こ
と

も
検
討
し
て
い
ま
す
（
シ
ー

ル
価
格
は
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｓ
正
会

員
・
賛
助
会
員
と
も
１
枚
70

円
（
送
料
・
税
別
、
１
０
０

枚
単
位
）、会
員
外
は
１
枚
１

４
０
円
（
同
））。

審
査
は
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｓ
が
指
定

す
る
場
所
で
実
施
。
シ
ス
テ

ム
搬
入
・
撤
去
費
用
は
申
請

者
が
負
担
す
る
。
審
査
対
象

シ
ス
テ
ム
は
、
基
本
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
が
同
一
で
あ
れ
ば
、

費
用
は
一
シ
ス
テ
ム
と
カ
ウ

ン
ト
。
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ

に
つ
い
て
は
審
査
不
要
だ

が
、
分
析
ソ
フ
ト
な
ど
の
基

本
シ
ス
テ
ム
で
、
別
の
開
発

会
社
の
も
の
を
使
う
と
い
っ

た
大
幅
な
仕
様
変
更
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
再
申
請
を
求

め
る
。
カ
メ
ラ
一
体
型
シ
ス

テ
ム
等
で
、
カ
メ
ラ
が
別
機

種
の
よ
う
な
場
合
に
は
応
相

談
。審

査
費
用
（
税
別
）
は
Ｊ

Ｅ
Ａ
Ｓ
会
員
が
20
万
円
、
Ｊ

Ｅ
Ａ
Ｓ
同
賛
助
会
員
が
30
万

円
、会
員
外
は
40
万
円
。毎
年

３
月
上
旬
か
ら
４
月
中
旬
ま

で
募
集
を
行
う
が
、
今
年
の

審
査
受
付
の
開
始
は
３
月
４

日
、
締
切
は
４
月
10
日
で
、

審
査
時
期
は
５
月
連
休
明
け

の
予
定
。

け
ま
し
た
。
優
良
な
顔
認
証

シ
ス
テ
ム
の
開
発
及
び
、
小

売
業
に
普
及
促
進
を
図
る
自

主
認
定
制
度
で
す
。

顔
認
証
シ
ス
テ
ム
を
製

造
・
販
売
す
る
企
業
の
方
に

対
し
て
で
す
が
、
推
奨
顔
認

証
シ
ス
テ
ム
制
度
は
個
人
情

報
保
護
法
を
遵
守
し
、
そ
の

運
用
が
満
足
で
き
る
シ
ス
テ

ム
を
推
奨
し
ま
す
。
推
奨
基

準
で
は
、
小
売
業
の
利
用
者

が
目
的
に
合
う
使
い
方
が
で

き
る
よ
う
に
取
扱
説
明
書
の

記
載
内
容
を
明
確
に
指
示

し
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
に
関
し
て
「
カ
メ

ラ
画
像
の
利
活
用
を
行
う
際

に
注
意
す
る
点
を
考
慮
」
等

の
記
載
が
あ
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
ま
す
。
ま
た
シ
ス
テ
ム

認
定
基
準
で
は
、
性
能
面
に

お
い
て
誇
大
性
能
表
示
に
な

ら
な
い
よ
う
に
、
測
定
方
法

を
明
確
化
す
る
こ
と
な
ど
を

決
め
て
い
ま
す
。

顔
認
証
シ
ス
テ
ム
に
必
要

と
さ
れ
る
基
準
を
策
定
し
、

そ
の
基
準
に
適
合
し
た
機
器

を
「
推
奨
顔
認
証
シ
ス
テ

ム
」
と
認
定
す
る
こ
と
で
、

メ
ー
カ
ー
は
優
良
な
顔
認
証

シ
ス
テ
ム
の
開
発
を
す
る
こ

と
、
そ
し
て
小
売
業
に
安
心

し
て
ご
利
用
頂
き
、
普
及
促

進
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。本

制
度
に
よ
り
、
安
全
な

シ
ス
テ
ム
の
提
供
が
実
現

し
、
小
売
業
様
が
セ
ー
ル
ス

活
動
に
利
用
し
て
、
市
場
が

拡
大
す
る
こ
と
を
期
待
し
ま

情
報
共
有
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定

小
売
業
向
け
推
奨
顔
認
証
シ
ス
テ
ム
制
度
を
発
表

日
本
万
引
防
止
シ
ス
テ
ム
協
会（
Ｊ
Ｅ
Ａ
Ｓ
）

稲本会長

山本理事

摺田理事

万
引
き
犯
罪
の
現
況

　

警
察
庁
の
統
計
で
は
、
刑
法
犯
認
知
件
数
が
２
０

０
２
（
平
成
14
）
年
を
ピ
ー
ク
に
、
毎
年
減
少
し
て

い
る
。
万
引
き
認
知
件
数
も
２
０
０
９
（
平
成
21
）

年
以
降
は
減
少
し
て
お
り
、
２
０
１
９
年
は
９
万
３

８
１
２
件
だ
っ
た
。
だ
が
、
全
刑
法
犯
に
万
引
き
が

占
め
る
割
合
は
２
０
１
９
年
に
は
12
・
５
％
と
増
加

傾
向
が
見
ら
れ
、「
治
安
問
題
と
し
て
も
大
き
な
課

題
と
な
っ
て
い
る
状
況
」（
光
眞
章
全
国
万
引
犯
罪

防
止
機
構
事
務
局
長
代
行
）
に
あ
る
。
来
日
外
国
人

が
大
量
窃
盗
を
行
う
ケ
ー
ス
で
は
、
特
に
ベ
ト
ナ
ム

人
の
増
加
が
目
立
つ
。

関口ＷＧ長


